
スプリングレビュー2010 様式 

 

スプリングレビュー調書 社会福祉部 

 

【協議事項】(案件名を記入してください) 

① 高齢者相談支援体制等の拡充 

地域包括支援センターの増設及び市支援体制の拡充について 

 

【現状と課題】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

  担当圏域内の高齢者人口のバラツキ 

・地域包括支援センターにおける担当圏域内高齢者人口は最小 4,300 人から最大 15,800 人

（平均 10,460 人）とバランスを欠いている。 

・中区では多くの高齢者を抱え、中山間地域では広い地域を担当している。 

  相談体制の機能が十分に果たせない状況 

・総合相談、権利擁護相談等の件数が毎年急増している。 

・高齢者虐待、困難事例等、解決するのに時間のかかる事例が増えている。 

  運営経費の増 

・相談件数等の増大に伴い、地域包括支援センター業務を実施するために必要な最低配置人

員の3職種3人体制の拡充とその支援が必要となっている。※市は運営事業委託費を支出。

  高齢者虐待等困難事例を支援する市職員体制が手薄 

・虐待相談件数が年々増加している。 

・高齢者虐待等困難事例対応の市職員配置が手薄であり、地域包括支援センター職員との連

携の強化が必要となっている。 

【課題解決に向けた今後の方向性】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

  地域包括支援センターの増設 5 箇所 

次期高齢者保健福祉計画期間（24～26 年度）において、高齢者人口 10,000 人以上を担当す

る地域包括支援センターが設置されている区を見直し、5箇所の増設を図る。 

  本庁におけるスーパーバイズ機能の強化 

平成 24 年度に高齢者福祉課内に (仮称)地域包括支援センター推進室を設置する。 

【今後の主要事業(案)】 

(論点とすべき事業を下線で強調し、概要書(主要事業調書等)を添付してください) 

＜地域包括支援センター及び本庁の整備計画＞ 

整備計画の区分 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

増設数（箇所） 0 3 2地域包括支援センタ
ー関係 設置数（箇所） 17 20 22

保健師(人) 1 2
社会福祉士(人) 1

事務職員(人) 1

本庁関係 
(仮称)地域包括
支援センター推
進室の開設 計(人) 2 （推進室開設） 3         

 

【協議要旨】 

 他政令市の状況などを調査し、地域包括支援センターのあり方について、再度検討する。 
 本庁と区の業務分担のあり方など、現在の支援体制の見直しを行う。 
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 参考資料  

 

高齢者相談支援体制等の拡充 
地域包括支援センターの増設及び市支援体制の拡充について 

社会福祉部高齢者福祉課 

１ 目  的 

  地域包括支援センターの役割 
地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に

支援することを目的に市内１７箇所に設置され、高齢者のための総合的な相談支援、

虐待の防止・権利擁護事業の支援、ケアマネジャーへの支援、介護予防事業のマネ

ジメント等を展開している。 
  国の設置基準との比較 

国で示すところの設置数の基準（第 1 号被保険者数３，０００人から６，０００人未満で

１箇所）と比較し、はるかに少ない設置数となっているため、地域包括支援センタ

ーの増設等を計画する。 
※市設置：１７箇所（平均１０，４６０人、最小４，３００～最大１５，８００人） 
※国基準：最低３０箇所設置が必要 

  高齢者虐待などの困難・緊急事例への迅速かつ適切な支援体制づくり 
本庁におけるスーパーバイズ機能を強化し、区役所及び地域包括支援センターに

対して高齢者虐待などの困難・緊急事例に迅速かつ適切な支援を行うことができる

よう体制づくりを進める。 
 

２ 事業概要 

  地域包括支援センターの増設５箇所 

次期高齢者保健福祉計画期間（２４～２６年度）において、高齢者人口１０，０００人以

上を担当する地域包括支援センターが設置されている区を見直し、５箇所の増設を

図る。 

  本庁におけるスーパーバイズ機能の強化 

平成２４年度に高齢者福祉課内に (仮称)地域包括支援センター推進室を設置する。  
＜地域包括支援センター及び本庁の整備計画＞ 

整備計画の区分 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

増設数（箇所） ０ ３ ２地域包括支援

センター関係 設置数（箇所） １７ ２０ ２２

保健師(人) １ ２

社会福祉士(人) １

事務職員(人) １

本庁関係 

(仮 称 ) 地 域 包

括 支 援 セ ン タ

ー推進室 計(人) ２ （推進室開設） ３  
＜地域包括支援センターの整備計画による効果＞         （単位：人、箇所） 

地域包括支援センター数 担当する平均高齢者数 
区 高齢者人口 

現在 増設 増設後 現在 増設後 
備考 

中 区 ５０，７４０ ４ ２ ６ １２，６８５ ８，４５７  

東 区 ２５，９１５ ３ ３ ８，６３８ ８，６３８  

西 区 ２４，２９５ ２ １ ３ １２，１４８ ８，０９８  

南 区 ２２，３１０ ２ １ ３ １１，１５５ ７，４３７  

北 区 ２１，７５２ ２ ２ １０，８７６ １０，８７６ 支所１ 

浜北区 １９，７２５ ２ １ ３ ９，８６３ ６，５７５  

天竜区 １３，０９５ ２ ２ ６，５４８ ６，５４８ 支所３ 

全体 １７７，８３２ １７ ５ ２２ １０，４６０ ８，０８３  
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 参考資料  

 

３ 現状・課題 

  担当圏域内の高齢者人口のバラツキ 

・地域包括支援センターにおける担当圏域内高齢者人口は最小４，３００人から最

大１５，８００人（平均１０，４６０人）とバランスを欠いている。 

・中区では多くの高齢者を抱え、中山間地域では広い地域を担当している。 

  相談体制の機能が十分に果たせない状況 

・総合相談、権利擁護相談等の件数が毎年急増している。 

・高齢者虐待、困難事例等、解決するのに時間のかかる事例が増えている。  
＜地域包括支援センター活動件数＞             （単位：件） 

年度 総合相談 権利擁護相談
包括的・継続

的ケアマネジメ
ント支援業務 

介護予防ケア
マネジメント業

務 

介護予防給付
に関するマネ
ジメント業務 

Ｈ１９ １２，３２１ ５２５ ７４２ ８４７ １，５８９

Ｈ２０ １６，５７０ ９５１ １，１８２ ８３３ ２，０１５

増減 ４，２４９ ４２６ ４４０ －１４ ４２６

伸び率 １．３４ １．８１ １．５９ ０．９８ １．２７
 

  運営経費の増 

相談件数等の増大に伴い、地域包括支援センター業務を実施するために必要な最

低配置人員の３職種３人体制の拡充とその支援が必要となっている。※市は運営事

業委託費を支出。 
  高齢者虐待等困難事例を支援する市職員体制が手薄 

・虐待相談件数が年々増加している。 

・高齢者虐待等困難事例対応の市職員配置が手薄であり、地域包括支援センタ

ー職員との連携の強化が必要となっている。  
＜高齢者虐待相談延べ件数＞ 

 市 地域包括支援センター 計 

Ｈ１８年度 ３１１件 ８９件 ４００件

Ｈ１９年度 １８８件 ２７５件 ４６３件

Ｈ２０年度 ２６４件 ４９８件 ７３９件

Ｈ２１年度 ２４０件 （１２月末）５３４件 件

 
４ 所管課見積額                         （単位：百万円） 

区  分 全体 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

運営事業委託費  ８３  ５０ ３３ 

推進室設置人件費  ４０ １６ ２４  事 業 費 

計 １２３ １６ ７４ ３３ 

国庫支出金  ３３  ２０ １３ 

県支出金  １７   １０  ７ 

その他財源  １７   １０  ７ 
財源内訳 

一般財源  ５７ １６ ３４  ７ 

※(仮称)地域包括支援センター推進室設置人件費は、職員人件費（＠８百万円）を計上 
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スプリングレビュー2010 様式 

 

スプリングレビュー調書 社会福祉部 

 

【協議事項】(案件名を記入してください) 

② 地域高齢者見守り･支援システム開発事業 

ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の実態把握、見守り･支援に向けて 

 

【現状と課題】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

  高齢者を取り巻く状況の変化 
・高齢化や核家族化、地域のつながりの希薄化により、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯な

ど、日常生活に不安を抱える高齢者が増加している。 
・認知症高齢者や介護認定高齢者の増加等により、地域や行政が積極的に見守り・支援を行

うことが必要となってきている。 
  家族や地域からの孤立と生活（生命）不安 

・孤独死や老々介護世帯の死亡事故等、不幸な事故が起きている。 
・高齢者虐待が顕在化してきている。 

  支援を必要とする高齢者の潜在数が不明 
・従来からの「ひとり暮らし高齢者調査」は、民生委員のもつ限られた情報に依存する形で

取り組んでいたため、地域での見守りや支援の必要があると思われるひとり暮らし高齢者
の全体像を把握するまでには至っていない。 

・夫婦または親子、兄弟等で構成される高齢者世帯では調査が手付かず状態となっていたた
め、支援を必要とする高齢者世帯の実態を把握できていない。 

  市民生委員･児童委員協議会からの要望 
・昨年 12 月 22 日、市民生委員･児童委員協議会から見守り活動の拡充を図るため、ひとり
暮らし高齢者及び高齢者世帯の情報提供の依頼を受けている。 

【課題解決に向けた今後の方向性】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯など、日常生活に不安を抱える高齢者が増加しているため、
見守り･支援システムの構築を通して情報の共有化と連携を強化し、その実態把握、見守り･支援、
介護･福祉サービス提供の拡充を図る。 

【今後の主要事業(案)】 

(論点とすべき事業を下線で強調し、概要書(主要事業調書等)を添付してください)  
  (仮称) 高齢者福祉システムの開発 

調査対象者の抽出、訪問調査による実態把握、支援を必要とする高齢者の情報、見守り･支
援の状況、福祉サービスの利用状況等を適正に管理するため、新たに（仮称）高齢者福祉シス
テムをオンライン上に構築する。 

  調査対象者の拡大 
①従来から民生委員のもつ情報に依存していたひとり暮らし高齢者調査の方法を改める。 
②民生委員に対し住民基本台帳より抽出した情報を提供し、調査対象者の精度を高める。 
③調査対象者を高齢者世帯まで拡大する。 
④民生委員の協力を得て聞き取り調査を行い、支援を必要とする高齢者を実態把握する。 

  見守り･支援活動の拡充 
①聞き取り調査と実態把握に基づき、見守り･支援の必要性を判断する。 
②高齢者の実態に応じて民生委員、地域包括支援センター、保健師等による見守り･支援活
動を拡充する。 

 

【協議要旨】 

 現状システムでの代替、リアルタイムの情報更新、期待される効果などについて更に検討を進め

る。 
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 参考資料  

 

地域高齢者見守り･支援システム開発事業 
ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の実態把握、見守り･支援に向けて 

社会福祉部高齢者福祉課 

１ 目  的 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯など、日常生活に不安を抱える高齢者が増加しているため、

見守り･支援システムの構築を通して情報の共有化と連携を強化し、その実態把握、見守り･支援、

介護･福祉サービス提供の拡充を図る。 
 
２ 事業概要 

  (仮称) 高齢者福祉システムの開発 
調査対象者の抽出、訪問調査による実態把握、支援を必要とする高齢者の情報、見守り･支

援の状況、福祉サービスの利用状況等を適正に管理する上で、新たに（仮称）高齢者福祉シス

テムをオンライン上に構築する。 
  新システムの概要 

①高齢者福祉サービス業務 
在宅福祉サービス、地域支援事業、申請処理、実績処理、支払の管理 

②介護予防健診業務 
対象者、基本チェック票情報、受診票情報、医療機関情報、各種帳票の管理 

③ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯調査業務 
対象者、調査票情報、民生委員情報、見守り支援情報の管理 

④地域包括支援センター業務 
介護予防業務、介護ケアプラン業務、総合相談業務 

  調査対象者の拡大 
①従来から民生委員のもつ情報に依存する形で取り組んでいた「ひとり暮らし高齢者調

査」の方法を改める。 
②民生委員に対し住民基本台帳より抽出した情報を提供することにより、調査対象者の精

度を高める。 
③調査対象者を高齢者世帯まで拡大する。 
④民生委員の協力を得て聞き取り調査を行い、支援を必要とする高齢者の実態を把握する。 

  見守り･支援活動の拡充 
①聞き取り調査と実態把握に基づき、見守り･支援の必要性を判断する。 
②高齢者の実態に応じて民生委員、地域包括支援センター、保健師等による見守り･支援

活動を拡充する。 
 
３ 事業展開 

区分 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４以降 

①(仮称)高齢者福祉シス

テムの開発 

関係機関等との調整 
対象者の抽出 
民生委員への情報提供

新システムの開発 
新システムの運用 新システムの運用 

②民生委員による高齢

者調査の実施  訪問調査、調査票回収

緊急用連絡カード配布

訪問調査、調査票回収

緊急用連絡カード配布

③高齢者の実態把握に

基づく見守り･支援の

必要性の判断 
 実態とニーズの把握 

見守り要否の判断 
実態とニーズの把握 
見守り要否の判断 

④見守り活動  民生委員への情報提供

見守り活動 見守り活動 

⑤支援を必要とする高齢

者へのサービス提供  包括・保健師の訪問 
福祉・介護サービス提供

包括・保健師の訪問 
福祉・介護サービス提供
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 参考資料  

 

４ 現状と課題 

  高齢者を取り巻く状況の変化 

・高齢化や核家族化、地域のつながりの希薄化により、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯

など、日常生活に不安を抱える高齢者が増加している。 
・認知症高齢者や介護認定高齢者の増加等により、地域や行政が積極的に見守り・支援を

行うことが必要となってきている。 
  家族や地域からの孤立と生活（生命）不安 

・孤独死や老々介護世帯の死亡事故等、不幸な事故が起きている。 
・高齢者虐待が顕在化してきている。 

  支援を必要とする高齢者の潜在数が不明 

・従来からの「ひとり暮らし高齢者調査」は、民生委員のもつ限られた情報に依存する形

で取り組んでいたため、地域での見守りや支援の必要があると思われるひとり暮らし高

齢者の全体像を把握するまでには至っていない。 
・夫婦または親子、兄弟等で構成される高齢者世帯では調査が手付かず状態となっていた

ため、支援を必要とする高齢者世帯の実態を把握できていない。  
＜平成２１年４月現在住民基本台帳による高齢者数と民生委員の訪問調査によるひとり

暮らし高齢者把握数の比較＞ ※｢約｣付きの数値は推定 
住民基本台帳数値 民生委員の訪問調査による

ひとり暮らし高齢者の把握

数 
ひとり暮らし

高齢者 
高齢者世帯 年齢区分 

人数(人) 調査把握率 人数(人) 世帯数(世帯) 人数(人) 

  ６５歳以上 A  １０，９５１ A/B ３９．１％ B  ２８，０３３  ２６，３８６ ５３，３４９

  ７０歳以上 ９，０２３ ４０．６％ ２２，２３７ 約１９，５２１ ３９，０４２

  ７５歳以上 ６，２１３ ３７．４％ １６，５９５ 約１１，３１３ ２２，６２６
 

  市民生委員･児童委員協議会からの要望 
・昨年１２月２２日、市民生委員･児童委員協議会からひとり暮らし高齢者及び高齢者世

帯の情報提供の依頼を受けている。 
 

５ 所管課見積額                    （単位：百万円） 
区  分 Ｈ２３ Ｈ２４以降 

システム構築    ９０     ０ 

そ の 他    １６     ７ 

計   １０６     ７ 
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スプリングレビュー2010 様式 

 

スプリングレビュー調書 社会福祉部 

 

【協議事項】(案件名を記入してください) 

③ 障がいのある子どもの療育の場の拡充について 

 

【現状と課題】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

【知的障がいや発達障がいがある、3 歳から就学前の子どもの療育について】 

《療育施設》障がいのある子どもに対し、日常生活や集団生活等に関する訓練等支援を行う施設

根洗学園(知的障害児通園施設)や発達医療総合福祉センターひまわり(児童デイサービス)など 

１ 療育施設の不足 

支援を要する児童に対し、全市的に療育施設が不足している。 

・平成 21年度以降、療育施設への申込者が、受入可能数を超過 

年度 定員 空き A 申込 B 超過 B-A 備考 

H21 78 人 25 人 59 人 34 人 

H22 78 人 37 人 63 人 26 人 

根洗学園、発達医療総合福祉 

センターへの申込状況 

   ※発達支援広場の拡充に伴い、H23 年度以降、療育が必要な子どもの（発見の）増加傾

向が想定される。 

・年度途中からの申込みが困難で、受け入れ可能な保育園、幼稚園を探すのに保護者が苦慮

２ 療育施設の偏在 

  受け入れ数の多い療育施設は、市の北東部に偏在しており、保護者にとって通所の負担が大きい。

 ・西区は、児童数が多いが、区域内及び近郊に療育施設がない。 

 ・中区は、特に児童数が多く、療育施設が不足している。 

  ・天竜区は、児童数は少ないが、区域内に療育施設がなく、通所の負担が大きい。 
【課題解決に向けた今後の方向性】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

療育施設の不足と偏在を解消するため、整備スケジュールを作成のうえ、施設の整備を進める。

【今後の主要事業(案)】 

(論点とすべき事業を下線で強調し、概要書(主要事業調書等)を添付してください) 

１ 根洗学園の定員の拡張 

   現行定員 58 人を 80 人に拡張 … H22 年度に施設整備（予算措置済） 

                  H23 年度に拡張 

 ２ 新たな療育施設の整備 

障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業所の整備 

※ 障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、その他日常

生活上の支援等を行うサービス 

 
 
 

 

【協議要旨】 

 児童デイサービスについては、市立幼稚園への併設などあらゆる可能性について検討し、整理す

る。 
 

検討事項 

・ 既存の公共施設の有効活用の可能性 

・ 法人の事業への参入誘致の可能性 

・ 既設民間事業所の事業拡張の可能性 
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障がいのある子どもの療育の場の拡充について 

社会福祉部障害福祉課 

１ 目  的 

   知的障がいや発達障がいがある、3 歳から就学前の子どもについて、不足する療

育施設を順次拡充することにより、療育の実施体制を拡充し、障がいのある子ども

の福祉の向上を図る。 

 
２ 現状と課題 

 (1) 障害のある子どもの発見～療育の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) 療育施設の不足 

 
 

根洗学園、ひまわり（発達医療総合福祉センター）における通所申込状況 

年度 定員 空き A 申込 B 超過 B-A 

H21 78 人 25 人 59 人 34 人 

H22 78 人 37 人 63 人 26 人 

 
 
 (3) 療育施設の偏在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

療育施設の位置と定員 

・全市的に療育施設が不足している。 

・西区は、児童数が多いが、区域内及び近郊に療育施設がない。 

・中区は、特に児童数が多く、療育施設が不足している。 

・天竜区は、児童数は少ないが、区域内に療育施設がなく、通所の負担が大きい。 

発達支援広場の拡充に伴い、H23 年度

以降、療育が必要な子どもの（発見の）

増加傾向が想定される。 

… 療育施設 
天竜区 

 
根洗学園 

北区 

 
ひまわり 
(発達医療 
センター) 

浜北区 

中区 
パピルス 
H21.8～ 

東区 

西区 

南区 
こども園 
H22.4～ 

0歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳～

発見 出生
1歳6月
健診

3歳
健診

就学前
健診

見立て

親支援

療育

就園
就学

小学校・特別支援学級
特別支援学校

児童デイサービス
知的障害児通園

１歳

幼稚園・保育園

発達支援
広場

母子通園

箇所数 定員 人数 割合

中　区 1 10 6,149 28.1%

東　区 3,837 17.5%

浜北区 2,758 12.6%

西　区 なし なし 3,473 15.9%

南　区 1 10 2,766 12.6%

北　区 1 58 2,380 10.9%

天竜区 なし なし 522 2.4%

計 4 98 21,885 100.0%

3～5歳児童(参考)
区域

療育施設(箇所/人)

1 20

療育施設 
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３ 今後の方向性 

  療育施設の不足と偏在を解消するため、整備スケジュールを作成のうえ、施設の整

備を進める。 
 
４ 今後の主要事業 

(1) 根洗学園の定員の拡張 

  現行定員 58 人を 80 人に拡張 … H22 年度に施設整備（予算措置済） 

H23 年度に拡張 

 
(2) 新たな療育施設の整備 

障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業所の整備 

       障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導や

集団生活への適応訓練、その他日常生活上の支援等を行うサービス 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

検討事項 

・ 既存の公共施設の有効活用の可能性 

・ 法人の事業への参入誘致の可能性 

・ 既設民間事業所の事業拡張の可能性 
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スプリングレビュー2010 様式 

 

スプリングレビュー調書 社会福祉部 

 

【協議事項】(案件名を記入してください) 

④ 中山間地域における地域密着型サービス施設の誘致助成について 

 
【現状と課題】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

介護保険の被保険者は、必要な介護サービスが利用できるように、保険給付にかかる費用を基

礎に計算された保険料を負担している。 

このことから、保険給付は、多種・多様な介護サービスが事業者又は施設から、総合的、かつ、

効果的に提供されるよう配慮して行わなければならない。 

また、住み慣れた地域で介護が必要となっても生活できるよう平成 18 年度から地域密着型サ

ービスが創設された。 

しかし、現実には地理的条件や人材確保面の課題等もあり中山間地域では、地域密着型サービ

ス提供施設等の整備が計画どおり進んでいない。 

こうした事情から、市内での均衡ある介護サービスの提供を図るための対策が必要となってい

る。 

【課題解決に向けた今後の方向性】 

(論点とすべき点を下線で強調してください 

市内での均衡ある介護サービスの提供を図るため、特に整備が計画値に対して遅延している中

山間地域における地域密着型サービス施設の整備について、国・県の施設整備補助制度に加え、

市として誘致助成制度を創設することによって、整備促進を図る。 

【今後の主要事業(案)】 

(論点とすべき事業を下線で強調し、概要書(主要事業調書等)を添付してください) 

平成 21 年度から平成 23年度まで実施される介護基盤の緊急整備事業に対して、市が特別に助

成をした場合、「地域活性化・公共投資臨時交付金」により財源措置されることになった。 

 中山間地域への事業参入を促すため、平成 23 年度において中山間地域における地域密着型サ

ービスの施設整備事業に対して、市がこの制度を活用して誘致促進のための助成を実施する。 

 平成 23 年度において中山間地域における地域密着型サービスの施設整備計画及び地域活性

化・公共投資臨時交付金を活用した誘致助成の案については別紙のとおり。 

 

【協議要旨】 

 本提案により事業を進める。 
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参考資料 
中山間地域における地域密着型サービス施設の誘致助成について 

 
                                 社会福祉部介護保険課 

 
１ 目 的 

 
  地域密着型介護サービスは、住み慣れた地域（日常生活圏域）で介護が必要となっても生活できる

よう平成 18 年度から創設されたもので、保険者としては、それぞれの日常生活圏域を中心に多様な

介護サービスを総合的且つ効果的に提供できるよう配慮する必要がある。 

  こうした中、経営効率の悪さ等から、中山間地域においては介護サービス提供施設の整備が計画ど

おり進んでおらず、市内での均衡あるサービスを提供するためには、特別な対応が必要となっている。 

 
２ 現状(計画と公募状況) 

 
(1) 浜松市全域 

 
第 4 期計画終了時点（平成 23 年度末）の整備計画数に対する 22年度末時点の整備数（内定数

を含む）の割合は 81.5％となっている。 

第 4期（H21～H23）の状況  
 
  地域密着型サービス種類 

 
第 3 期

までの

整備数 
(A) 

21～22

計画数 
21～22

内定数 
 
(B) 

22 末時点

の整備率 
(A)＋(B) 
    (C) 

23 
計画数 

 23 
公 募 

予定数 

 
第4期終

了 時 の

計画数 

(C) 

①夜間対応型訪問介護     1     2      0   33.3%      0     2     3 
②認知症対応型通所介護     36   12      4  74.1%      6    14      54 
③小規模多機能型居宅介護     14    12      9   74.2%      5     8      31 
④認知症対応型共同生活介護     49     6      6   96.5%      2     2      57 
⑤特定施設入居者生活介護      2     3      2   66.7%      1     2       6 
⑥介護老人福祉施設入所 

者生活介護 

     5     4      4  81.8%      2     2       11 

    合      計    107    39   25   81.5%     16   30     162 
 
(2) うち中山間地域 

 
第 4 期介護保険事業計画終了時点（平成 23 年度末）の整備計画数に対する 22 年度末時点の

整備数（内定数を含む）の割合は市全体では 81.5％であるが、中山間地域に限定した場合、そ

の割合は 31.3％であり、整備が計画どおり進捗していないのが現状である。 

第 4期（H21～H23）の状況  
 
  地域密着型サービス種類 

 
第 3 期

までの

整備数 
(A) 

21～22

計画数 
21～22

内定数 
 
(B) 

22 末時点

の整備率 
(A)＋(B) 
    (C) 

23 
計画数 

3 23 
公 募 

予定数 

 
第4期終

了 時 の

計画数 

(C) 

①夜間対応型訪問介護     -     -      -      -      -     -     - 
②認知症対応型通所介護      2    3      0  33.3%      1     4       6 
③小規模多機能型居宅介護      0     2      1   20.0%      3     4       5 
④認知症対応型共同生活介護      2     1      0   66.7%      -     1       3 
⑤特定施設入居者生活介護      0     -      -   0.00%      1     1       1 
⑥介護老人福祉施設入所者生活介

護 

     0     1      0  0.00%      -     1        1 

    合      計      4     7    1   31.3%      5   11      16 
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参考資料 
３ 改善・対応策 

 
・「地域活性化・公共投資臨時交付金」を活用した誘致助成の実施 
 

第 4 期介護保険事業計画の最終年にあたる平成 23 年度の整備に向け、今年度に施設整備の

公募を実施するが、中山間地域についてはどの程度事業者から応募があるか不明だが、厳しい

状況にあることは想定される。 

ついては中山間地域への整備を促進するため、県の補助金を活用し、中山間地の地域密着型

施設整備事業に限定して、市として誘致助成制度を創設する。 

 
４ 所管課見積額 187 百万円 （うち県補助金 9/10  168 百万円、一般財源  1/10  19 百万円） 
  ※ただし事業費は計画を完全達成するための最大値 

                                     (単位：百万円) 

 中山間地域誘致助成

事業の概要 

  
 
   

地域密着型の 

  サービス種類 

 
(参考) 

整備事業

費(1施設

あたりの

平均建設

費)  

(A) 

介護基

盤の緊

急整備

補助金 
 
(B) 

 
誘致助

成費(1

施設あ

たり)  
(C)= 
(B)*1/2 

(C)
のう

ち県

補助

金 
9/10 

(C)
のう

ち一

般財

源 
1/10 

 

合計助

成額 

 
 
(D)= 
(B)+(C) 

差引

事業

者負

担額

(A)-
(D) 

 
 
公募

予定

数 

 
 
(E) 

 
 
中山間地

域誘致助

成事業費

総額 

 
(C)*(E) 

①夜間対応型訪問介護      

       - 
     
     - 

       
    - 

 
   - 

   
   - 

   
 - 

    
   - 

 
   - 

 
       - 

②認知症対応型通所介   
 護 

 
30 

   
 10 

       
     5 

     
   4 

  
 1 

    
 15 

  
 15 

 
   4 

 
      20 

③小規模多機能型居宅

介護 

 
48 

      
26 

    
13 

   
12 

  
 1 

     
39 

   
 9 

 
   4 

 
      52 

④認知症対応型共同生

活介護 

     
95 

      
26 

    
13 

   
12 

   
  1 

     
39 

  
 56 

 
   1 

 
      13 

⑤特定施設入居者生活

介護 

      
300 

     
102 

    
51 

   
46 

  
 5 

    
153 

  
147 

 
   1 

 
      51 

⑥介護老人福祉施設入

所者生活介護 

      
300 

     
102 

    
51 

   
46 

  
 5 

    
153 

  
147 

 
   1 

 
      51 

   
 合    計 

       
      - 

       
     - 

      
     - 

    
   - 

     
   - 

      
     - 

    
   - 

 
  11 

 
     187 
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